
 

 

 

議案第54号 

   特別区道の路線の認定について  

 上記の議案を提出する。 

  平成22年９月16日 

                     提出者 飾区長 青 木 克 德 

 

   

（提案理由） 

 密集住宅市街地整備促進事業により新設される道路及び南水元土地区画整理事業により

新設される道路を特別区道の路線として認定する必要があるので、本案を提出いたします。 

 

 

   特別区道の路線の認定について 

 道路法（昭和27年法律第180号）第８条第１項の規定に基づき、特別区道の路線を次の

ように認定する。 

 

記 

路 線 名
起 点

終 点
幅 員 、 延 長 等

 ９ ４ ６ 号
飾区四つ木一丁目２９番１から

飾区四つ木一丁目２９番３まで

別 紙 図 面 表 示

の と お り

 ９ ４ ７ 号
飾区南水元二丁目７８７番３から

飾区南水元二丁目７９０番７まで

別 紙 図 面 表 示

の と お り

 

 



 

飾区特別区道路線認定 略図 

（四つ木一丁目地内） 

     特別区道路線 

     水路  

     新たに認定する特別区道路線（９４６号） 

     幅  員 ６．００メートル～６．９３メートル 

     延  長 ８３．８２メートル 

     面  積 ５１９．１６平方メートル 

 
 

四 つ 木 一 丁 目 
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飾区特別区道路線認定 略図 

（南水元二丁目地内） 

     特別区道路線 

新たに認定する特別区道路線（９４７号） 

     幅  員 ５．００メートル 

     延  長 ６８．８１メートル 

     面  積 ３５３．２３平方メートル 

 
 
 
 南 水 元 二 丁 目 
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